
（１）療養生活支援 

・難病医療費等の助成 

・療養生活環境整備事業（難病相談支援センター等） 

・難病特別対策推進事業（医療提供体制整備等） 

（２）福祉サービス 
・障害者総合支援法 

 （障害福祉サービス等） 

（３）就労支援 ・難病患者就職サポート事業 

国における難病患者支援施策 



指 定 難 病 の 拡 充について 

           ７月 １日   医療費助成を開始（第二次実施分） 

1 

旧事業（特定疾患治療
研究事業）の対象疾病 

追加          １９６疾病増 

平成２９年４月  １日  医療費助成を開始（平成２９年度実施分） 
330疾病 

追加      ２４疾病    

※要件を満たすとされた疾病

は38疾病だが、整理により、

告示上は24疾病となる。 

110疾病 

306疾病 

56疾病 

       １０月      第一次実施分指定難病告示 

平成２６年７月２８日   指定難病検討委員会の開催 

平成２７年１月 １日   医療費助成を開始（第一次実施分） 

１月２３日    指定難病検討委員会の再開（第二次実施分） 

平成２８年３月２５日  指定難病検討委員会の再開 

（１）療養生活支援 
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（２）福祉サービス 

障害者手帳を所持しない難病患者に
ついても、対象に追加となった。 
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（２）福祉サービス 
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（２）福祉サービス 
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（２）福祉サービス 
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（２）福祉サービス 
障害者総合支援法の対象疾病について 
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（２）福祉サービス 
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（２）福祉サービス 

就労系の障害福祉サービスの利用
が多い。 
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（２）福祉サービス 



障害者のうち、左記
に該当しない者 
  
 ・発達障害者 
 ・難治性疾患患者 
 等 

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。第６号において同じ。）その他の心身の機能の障害（以下
「障害」と総称する。）があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが
著しく困難な者 （法第2条第１号） 

障害者のうち、身体障害が
ある者であって別表 
（※１）に掲げる障害がある
もの  （法第2条第2号） 
※１別表 
(視力、聴力、音声・言語機能、
肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸
器その他の障害程度について
定めている。) 

障害者のうち、知的障害が
ある者であって省令（※２）
で定めるもの 
      （法第2条第4号） 
  

※２ 知的障害者更生相談所、 
 精神保健福祉センター、障害 
 者職業センター等により知的 
 障害があると判定された者 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

その他 

精神障害者保健 
福祉手帳所持者 

障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象 

（雇用義務等に係る規定の精神障害者である労働者についての適用に関
する特例）  
事業主が精神障害者である労働者を雇用しているときにおける同項（第
43条第1項）の規定の適用については、・・・当該事業主が・・・当該精神障
害者である労働者の数に相当する数の身体障害者又は知的障害者であ
る労働者を雇い入れたものとみなす。 
                               （法第71条第１項） 
※当該規定における「精神障害者」は、法第69条の規定により「精神障害者保健福祉手帳所
持者」に限定している。（平成30年からは雇用義務の対象となる） 

事業主は、･･･その雇用する身体障害者又は知的
障害者である労働者の数が、その雇用する労働者
の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるよ
うにしなければならない。  
                  （法第43条第1項） 

雇用義務の対象 実雇用率算定の対象 

障害者 

障害者のうち、精神障害がある者であって省令
（※３）で定めるもの （法第2条第6号） 
※３ 次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可 
  能な状態にあるもの 

※①～③の手帳所持者を
除く。 

  ①統合失調症 
  ②そううつ病(そう    
   病･うつ病を含む) 
  ③てんかん 
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（３）就労支援 

難病患者 



難病患者就職サポート 

 

 
 

 
 

 

 
難病患者 

 
 ●就労を希望する者 
 
 ●在職中に難病を発症した者  

ハローワーク 専門援助部門 

難病患者就職 
サポーター 

難病患者に対する 
支援 
・相談（適性、職域の分析等） 
・専門支援機関への誘導 
・面接・同行  
・就職後のフォロー 

 

地域障害者 
職業センター 

障害者就業・生活支援セ
ンター 

医療機関 保健所 等 

各専門支援機関 

連 携 連 携 

事業主等に対する 
理解促進 
・事業主に対する啓発 
・求人開拓 
・支援制度に関する情報 
 提供 

ハローワーク各部門 

職業紹介担当 求人担当 

職業訓練担当 等 

地域の関係機関の連絡調整 
・難病相談・支援センター等との連絡調整 
・連絡協議会の開催 

難病相談・支援センター 

難病相談・支援員等による 
支援 
・治療・生活等に係る相談、 
 助言・指導 

難病相談・支援センターにおける 
出張相談等 
 ・難病患者に対する出張相談 
 ・対象者のハローワークへの誘導 
 ・難病相談・支援員等への情報提供 

出張 

〇難病による症状等が不安定であることや職業生活と治療の両立等に対し、課題を抱えている方 
〇難病による症状等により就業面で特別な配慮が必要である方 
〇ハローワーク以外の適切な支援機関の援助を受けていない方 
 

難病患者コーディネーター 

・平成２５年度から、全国１５か所のハローワークに配置（東京は渋谷所） 
・平成２７年度から、各都道府県労働局に１名配置（近隣では、浦和、千葉、横浜、甲府、土浦、前橋、宇都宮） 
・平成２８年度から、東京局は、渋谷所（月１５日）と立川所（月１０日） 

３ 

（３）就労支援 



２３年度

２４年度

２５年度

２６年度

２７年度

２８年度 309

対前年比

53.6%

41.6%

-3.3%

55.4%

-2.5%

新規求職者数

97

149

就職者数 対前年比

19

36

43

63

69

71

89.5%

19.4%

46.5%

9.5%

2.9%

211

204

317

※障害者手帳を所持しない難病患者の数値、手帳を所持している場合はそれぞれの部位に計上されるため含まれない。 
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都内ハローワークにおける難病患者の職業紹介状況 
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難病を伝えるか伝えないか 

開示した場合 非開示の場合 

メ 
リ 
ッ 
ト 

・通院や体調不良時の対応が行  
 える 
・病気のことを伏せる精神的重圧 
 がない 
・理解が得られる場合がある 

・短期的には周囲の混乱や誤解が避け 
 られる 
・「難病患者」ではなく、「持病がある同 
 僚」として自然な配慮が得られる 

デ 
メ 
リ 
ッ 
ト 

・伝えても必ずしも理解が得られ 
 るとは限らない、誤解が生じる 
 場合もある 
・正しく理解されないと「また病気 
 のせいにして」と反応される可 
 能性がある 
・短期的には周囲の混乱や誤解 
 が生じる可能性がある 

・理解が得られない（「怠け病」、外見から 
 の「病気がうつる」などの誤解） 
・通院や体調不良時の対応が困難 
・周囲の人の難病のある人に対する不信 
 感（「なぜあの人は休んでばかりなの 
 か？」など）が高まる 
・伏せることによる精神的な重圧がある 

引用：『難病（特定疾患）』を理解するために～事業主のためのＱ＆Ａ～ 

難病の雇用管理のための調査・研究会編(2007) 伝えることの不安、伝えない
ことの不安を抱えて迷ってい
る難病患者 
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（３）就労支援 
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（３）就労支援 


